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　In late years, a social work, which used to be performed to improve the welfare of the weak 
such as children as well as the senior citizens, is spreading into the whole society.　This 
situation indicates that the number of a case where the old-fashioned or common approach fails 
clearing a problem has increased owing to the recent radical social evolution.  A target of the 
social work and the needs from the target has changed and as a result, the social welfare has 
transformed into a system for any member in the society.
　At school education, the school management is still in the same old system and is not 
following the current social trend which is attaching greater importance on productivity and prof it. 
　This discrepancy easily causes children’s non-attendance, staying indoors, bullying, delinquency 
or apathy syndrome.  
　Although being capable for discerning the relationship between a child and environment, 
whether a present social worker is skillful in solving the school problem is skeptical.
　To supplement his ability, it is a pressing need to include the organization theory, discussions 
in school problems and the method of the teacher guidance properly to a curriculum for the 
qualification of the school social worker.
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はじめに

　世界で一番安心な国といわれてきた日本において、

1997年 5月 27日国民�激震させ�出来事が起きた�神

戸榊原事件�。

　こ�事件�発端に 2001 年 6 月 10 日大阪教育大学

付属池田小学校事件児童殺傷事件�など聖域といわれ

ていた学校やそ�周辺地域にも連続して事件が出現し

た。学校内部でも不登校、ひきこもり、いじめ、自殺、

学級崩壊や教員�長期欠勤、モ��ターペ�レ��な

ど学校��が多岐にわたって深刻化してい�。

　市民も学校周辺で多発��事件や��に驚愕し、マ

�コミも挙って責任�対象�追求してい�。

　しかしながらグローバル�社会において、���起

こしてい�とされてい�当事者�責任者���定し、

罰��だけでは無意味であ�。

　そ�根本にあ�社会��や人間関係����人と環

境�関係�で捉え、分析していくことが望まれ�。

　一方旧態依然�学校シ�テムは、学校�中�行動だ

けで児童生徒�把握しようと��傾向があ�。

　こ�傾向は、学校独自�集団規範�生みだし、子ど

も�価値観より大人�価値観で見た道徳�や教育�進

めてい�。

　学校教育は、日々変化��社会シ�テム�方向�

とは大きくかけ離れてい�と言えよう。そ�両極�

ギャップによって学校シ�テムに所属��児童生徒

は、いつでも不登校やひきこもり、いじめ、非行、無

気力など�引き起こしてしまう可能�があ�。

　以上�ような児童生徒が徐々に拡大し、規則や制度

�充実しただけでは、��も回避��ことが出来ず、
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文部省も重い腰�あげざ��得なくなった。

　まず生徒指導に起きてい���に対処��ために

「1995 年度�クールカウ��ラー派遣」�施行し、3

億円�予算化した。

　そ�後予算も増加し、�クールカウ��ラー�数も

増加した。ここで���は、�クールカウ��ラー�

多くが、医療モデル�理論や経験�中心に活動してお

り、学校�組織や学校�運営方針など�理解していな

い場合が多い。

　つまり、精神的��や心理的��は理解できても教

員と�意思疎通や学校組織�ふまえたチームワーク�

取�ことが難しいということであ�。

　青木�1999�も「教員は、�クールカウ��ラー室

に入れないばかりか、教員へ���理解�伝達が足り

ないと感じてい�」と関係��希薄さ�述べてい�。

　青木�調査でも、カウ��ラーが独断で��解決�

�ってい�ということであ�。教員�希望として、チー

ム解決方法�確立や 1つ���に対して教員と�共有

が望まれてい�。

　元来�クールカウ��ラーや相談支援者は、子ども

�主体とし、家族、地域、社会�潮流など�絡めなが

ら��解決�糸口�探っていかなければならない。

　以上�ような考え方は、ウェイティ�グモード�カ

ウ��ラーには理解しがたいところであろう。

　現在カウ��ラー�下に来談してい�児童生徒�多

くは、あ�程度話�し、傾聴��だけで��解決でき

�力�持ってい�者が来談��場合が多いが、保健室

にしかいけない、学校に出席できない児童生徒は、な

おざりであ�。

　また、フリー�クールや単位制など�学校も増加し

てい�が、最終的に現実原則に向き合わないこ��タ

イル�学校が果たして利用者�社会化�促��か疑�

であ�。

　業�煮やした文部科学省は、平成 20年度、児童生徒

���みに焦点づけ���ではなく、���背景や要

�など複雑に絡み合った���さまざまな関係�から

解決���クールソーシャルワーク�活用�決定した。

　だが、一般�人や学校関係者にあまり知られていな

いソーシャルワークがなぜ日本�学校分野に取り入れ

られ�ことになった�か理解しづらい�ではないか。

　そこで筆者は、「なぜ�クールソーシャルワークが

日本�学校に適用���か」、そ�背景にあ�ソーシャ

ルワーク�原理や論理�考察していく。

　もう一方で、�クールソーシャルワーカー活用にも

��があ�。これは、�クールソーシャルワーカー�

殆どが社会福祉士や精神保健福祉士であ�ことであ�。

　こ�資格カリキュラム�中心概念は、医療モデルや

施設モデルに対応��も�あ�。

　こ�ようなカリキュラムで育成されたソーシャル

ワーカー�学校に派遣��ことで児童生徒����解

決��ことができ��か疑�視��節もあ�。

　以上�ようなこと�ふまえて、以下�ような疑�が

生じ�。

①　学校について�研修�行っていないソーシャル

ワーカーは、果たして学校�中でコーディネーター

的な役割�担うことが出来��か、

②　�クールカウ��ラーと同様にウェイティ��

グ・モードであ�日本��クールソーシャルワー

カーが積極的に家族や友人、教員、地域に対して�

ウ�リーチして情報�共有し、��解決���ため

にコーディネー��でき��か、

③　他�専門�充分に理解�学習�していない�クー

ルソーシャルワーカーが率先してチームワーク��

れ��か、

などが挙げられ�。

　にもかかわらず、文部科学省がコーディネーターと

して�クールソーシャルワーカー�学校分野に導入し

た。果たして学校組織�理解していないソーシャル

ワーカーが、学校周辺�人々�期待に答え�ことがで

き��かなど、疑�が湧く。しかし、筆者は�クール

ソーシャルワーク�導入�否定��訳ではない。より

他業種と�連携�取�ことができ�ように今後、学校

周辺�論理や考え方�積極的にカリキュラムに取り入

れ�ことが望ましいと考えてい�。

　そこで今回は、�クールソーシャルワーク�今後と

課�について、ソーシャルワーク�基本原理なども絡

めながら考察��。

1．スクールソーシャルワークの背景のある

 ソーシャルワークの考え方

1-1．スクールソーシャルワークの専門性

　本来、�クールソーシャルワーク�背景にあ�論理
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は、ソーシャルワーク�原理・原則に準じてい�こと

は言うまでもない。

　こ�論理�使ってい��が�クールソーシャルワー

カーであ�。ワーカー�基本理念は、ミクロ�立場か

ら専門的に見��ペシャリ���specialist�ではなく、

個人、集団、地域、社会�ふまえて生活���みてい

くというジェネラリ���generalist��視点から始まっ

てい�。

　こ�専門�は、ジェネリック�立場にたち、人間が

生活��上で働く人や環境�間に生起��時間空間�

中で変容��様子�焦点化��こと�考え�も�であ

��エコシ�テム�。

　一方、�ペシャリ���立場であ��クールカウ�

�ラーは、医療型�考え方�中心に心理的���分析

��も�であ�。これは、児童生徒�フォロー��こ

とや病態�み�ことはでき�が、こ�視点では親・教

員・地域など�連携や情報交換などは困難であ�。し

かも児童生徒主体�自己解決能力�培うことも困難で

あ�。

　現代社会はミクロな視点とマクロな視点�両極から

���捉え�必要があ�。そこでジェネラルな視点�

持つ�クールソーシャルワークは、生活概念�中心と

して生活�質やライフ�タイルなど�生活内容、生活

空間�変化に対してそれぞれ�人がいかな�生き方�

してい�か観察��。

　それ�全体概念から理解し、当事者�社会自律�や生

き方�こつ�呼び覚ま�役割が専門�であ�と言えよう。

1-2．スクールソーシャルワーカーが目指す実践活動

 の視点

　�クールソーシャルワーカーが目指�視点は、学校

に生起��生活���エコシ�テム�立場から理解�

�ことであ�。そして � つ���にまとめて認識��

ことであ��太田ら、1999�。� つ���として、

1�人間として固有�と主体��尊重し、利用者中心

�物�見方���こと�視点�、

2�人間と環境�中で生起��人間�姿�べて�ラベ

リ�グ��ことなく全体�関係�から捉え�生活概

念�観察��こと�焦点�、

3�より豊かで自己実現でき�社会生活�回復、維持、

向上�考え�こと�目的�、

4�社会福祉諸サービ��提供によ�具体的課��解

決���こと�手段�、

5�社会的自律��支援��科学的方法�考え�こと

�方法�、

6�社会福祉諸サービ��維持や改善・向上へ�フィー

ドバック��こと�運動�、

7�ミクロー�ゾーマクロへ循環��ネッ�ワーク活

動によ�展開過程�考え�こと�過程�、

��専門職業者�ジェネラリ���によ�人と環境へ

�支援活動�展開��こと����、

など�挙げてい��太田、2000�。

　学校領域で言えば、ソーシャルワーカーは、①児童

生徒�学校に対��不適応だけでなく、日常生活�中

でど�ような��があったか�理解��、②家族�関

係がどうであったか関係��理解��、③社会生活�

中で家族や当事者が差別されてなかったかどうか�理

解��、④当事者�主体�が守られていたかどうか�

理解��、⑤学校とそ�家庭にど�ような関係があっ

た�かよく観察��、⑥児童生徒自身はど�ように在

りたい�かなど�見極め�、⑦見通しがつかない状況

になりパワーレ�に陥ってい�児童生徒に対して本来

持ってい�力�strength��呼び覚ま�方法�発見�

�などであろう。

1-3．スクールソーシャルワーカーの機能と役割

　�クールソーシャルワーカー�機能と役割として以

下�ようなことが挙げられ�。

　①児童生徒と学校・地域など�社会資源�仲介��

役割があ��broker�、②児童生徒やそ�家族と学校

及び地域�間で意見�食い違いや��が生じたときに

調停役にな��mediator�、③�に子ども�権利が守

られないもしくは自ら�ニーズ�表現できないときに

児童生徒�代弁者とな��advocator�、④学校�みな

らず、教育委員会、地域社会、公的な社会的サービ�

及び民間�サービ�、マ��ディ�など�社会資源�

発掘し結びつけ�役割�linkage�、⑤学内で�組織員

に対��学校生活及び社会生活へ�直接的援助、指

導、支援として�役割�residential work�、⑥カウ��

ラーや�ラピ���役割�counselor�、⑦教育者、道

徳者、��ターとして�役割�educator�、⑧児童生徒

�保護機能として�役割�protector�、⑨フォーマル、

イ�フォーマルな組織や活動、団体�組織化��役割

�organizer�、⑩児童生徒や家族へ��ドバイ�や関わ
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り�継続し、ソーシャルワーク�視点から適切なサー

ビ��提供��役割�case manager�、⑪児童生徒、家族、

地域へ�偏見や差別など�意識やなかなか変化しない

制度に対して社会改良や社会変革�促�役割�social 

change agent�など多岐に渉�。

　以上�ようなことからも�クールソーシャルワー

カー�仕事は多角的であ�。

　そ�他、福祉�技術としてケ�マネジ���があ�

が、これは、児童生徒に生起����に対して戦略�

きちんとたて、より効率��高め、な�べく多く�人

���解決に関われ�ように��技術であ�。

　エ�パワ����empowerment�は、保護的な対象

だった人やいじめによって不登校になった者、学習意

欲�なくした者に対して、もともと持ってい�当事

者�意欲や力�呼びさま�方法であ�。�クールソー

シャルワーカーは、隣�人となり、当事者自身�力�

信じられ�ように��ことやや�気�取り戻し、主体

的に自立���っていけ�ように支援��。

　��レ�グ��strength�では、さまざまな���

��視���ではなく、当事者�長所や強さ�活用し、

残存能力�評価��も�であ�。

　イ�クルージョ��inclusion�では、�殊教育�あり方

や区別・差別�しない教育�方法�考え�視点であ�。

　日常生活や学校生活�中で、何らか�事情があり、

活動ができない児童生徒���解決や真�自己実現に

向けて、ソーシャルワーカーがマネジ������。

さらに��状況が改善したときに、児童生徒が主体に

なって活動でき�ように、福祉諸サービ��活用方法

や弱者に対��社会的認知�促�ため�活動や運動�

行っていく。

　こ�ような視点が、現代�学校シ�テムには必要

な�かもしれない。つまりでしゃばらず、児童生徒�

ニーズ�しっかりと受け止め、職員に対してもさまざ

まな情報�伝達し、���要��変容�信じて積極的

に行動��存在こそ�クールソーシャルワーカー�姿

であ�。

2．日本におけるスクールソーシャルワークの展望

2-1．日本のスクールソーシャルワークの歴史と意味

　文部科学省�2006�によれば、�クールソーシャル

ワークが地域で認められた活動は、19�1 年に開始さ

れた埼玉県所沢市�取組であ�。ここでは、学校現場

で校内暴力が頻発しており、そ�対応に導入されたよ

うであ�。

　当時�活動��徴は、児童生徒へ�直接的な関わり

�中心に継続的な家庭訪�によ�家庭支援や学校と子

ども及び家庭間�関係調整や仲介機能�担った。また、

児童相談所や家庭裁判所など�外部機関と�連携活動

�行い、地域社会内に自助グループやフリー�ペー�

など�社会資源�作っていった。しかしながら、平成

10 年にはそ�取組が終了した。

　そ�後、日本において虐待�ケー�が増加した。

199� 年度虐待事例が発生した場合�想定して兵庫県

赤穂市教育委員会と関西福祉大学�協力でモデル事業

が実施された。

　1999 年度には香川県教育委員会が�クールソー

シャルワーク制度�中で「健康相談活動支援体制整備

事業」�導入した。2000年度には、茨城県結城市で2名、

千葉大学付属小学校で�クールソーシャルワーカーが

配置された。2006 年度からは東京都杉並区と兵庫県

教育委員会でも導入された。以上�ように今まで�相

談シ�テムでは��解決しないと理解した地域では、

独自に�クールソーシャルワーク�導入�していたよ

うであ�。

　次第にグローバル化��社会�中で��も拡大し、

教員だけでは生徒児童理解ができず、��解決も困難

な事例が増加した。そ�上、児童虐待や陰湿ないじめ、

長期�不登校などそ�現象も重複化、重度化してい�。

　こ�ような現象�捉え��、大切なことは、全体か

ら���観察していくことが大切であ�。

　つまり学校内だけ���ではなく、環境�中にあ�

家族や地域、社会と�関係��考えて��解決��こ

とが急務であった。

　そこで文部科学省は�200��『��行動に対��地

域におけ�行動連携事業』�施行した。こ�事業�

受けて�クールソーシャルワークがモデル事業化し

た。事業費として約 15 億円�予算化が決定し、全国

に 141 地区��クールソーシャルワーカー�配置��

�予定であ�。文部省�予算計上によって全国に広が

り�見せてい�。

　文部科学省が�クールソーシャルワーカーに期待し

てい��は次�ような内容であ�。



33〔原著論文〕実践女子大学　生活科学部紀要第 46 号，2009

　教育と福祉�融合し、両方�経験�あ�ワーカーで

あ�こと�前提条件に、

①　���抱え�児童生徒が置かれた環境へ�働き掛

け�支援、

②　関係機関等と�ネッ�ワーク�構築、連携・調整、

③　学校内におけ�チーム体制�構築、支援、

④　保護者、教職員等に対��支援・相談・情報提供、

⑤　教職員等へ�研修活動等�実施、

などに期待がかかってい�。

　子どもに起こってい�現象�ミクロー�ゾーマクロ

�視点から考え、全体像からみた��解決�可能に�

�ことが求められてい�といえ�であろう。

2-2．スクールソーシャルワーク活用事業と従来の施策

　 の相違

　文部科学省�200��「��行動に対��地域におけ

�行動連携推進事業」がモデル事業であ��クール

ソーシャルワークと従来�施策�対比して考え�と以

下�点にな�。

①　これまで�施策は、無力あ�いは非力な子ども�

大人が指導、教育��という上意下達�視点で児童

生徒�指導していた。つまり児童生徒�主体�や

ニーズ�中心とした取組ではなかった。

　今回�施策は、�クールソーシャルワーカー�価

値観であ�人間�尊重や人間として�尊厳�重視�

もとにして、��解決�児童生徒、保護者、学校�

教職員などと協働しながら��解決���も�であ

�。

　これからは、ノーマライゼーショ��原理�もと

社会連帯�進め�コーディネーター的役割�担う。

また、��解決����にも児童生徒�主体��尊

重し、個人に起こ�変化�可能��充分に引きだ�

取組���。

②　従来�施策では、児童生徒に起こ����個人�

病理として捉えていた。そ�ため現象�除去��こ

とに熱心になり、病理�背景になってい�要��理

解できなくなり、益々���重度化させ、不適応状

況がひどくな�傾向にあった。

　今回�施策では、人間、社会シ�テム、更には生

態学シ�テム�ミクロー�ゾーエクソーマクロシ�

テム�関係���中で�不適合状況として捉え�。

ここでは、個人が不適合状況に対処でき�ように対

処力量�高め�方向で支援��。

　個人�ニーズに応じられ�ように��ために人と

環境�両方に働きかけ����前述 1-3、①～⑪参

照�こと�。

③　従来�施策では、「児童虐待�視点」が大人側か

らみた視点であり、マニュ�ル的なも�が多く、児

童生徒�意識やニーズ�勘案したも�ではなく、現

実���解決���も�ではなかった。

　今回�施策では、児童生徒�潜在的な能力で

あ�自分�力�strength��引き出し、自発的に

援助していく視点�持つことが求められてい�

�empowerment�。

　現代社会では、人間�孤立が浸透し、お互い�関

係構築が困難になってい�。そ�ため、学校現場で

も児童生徒、保護者などと教員が充分にコミュニ

ケーショ��取れない状況であ�。同様に家庭や地

域�中でもコミュニケーショ��希薄�が出現して

い�。

　こ�人間関係�希薄さが虐待�始め数々���が

生じさせてい�という現実があり、学校現場におい

ても教員�取組�困難にさせてい�。

　今�混沌とした学校体制�中で、教員に虐待とい

う深刻かつ複雑な��に対処させ�ことは、精神的

負担�増加させ�ことにもな�。教員�支援��と

いう観点からも、グローバルな視点�持つ�クール

ソーシャルワーカーに期待がかかってい�と言えよ

う。

　

2-3．スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカー

　　について

　ここでは、若干であ�が、�クールカウ��ラーと

�クールソーシャルワーカー専門領域と職務内容�違

いと��点�述べ�。

1��クールカウ��ラー

　�クールカウ��ラー活用調査研究委託事業実施要

領によ�と�クールカウ��ラー�専門的職務内容

は、校長等�指揮監督�下に、概ね以下�職務�行う

とあ�。

①　児童生徒へ�カウ��リ�グ、

②　カウ��リ�グ等に関��教職員及び保護者に

対��助言・援助、
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③　児童生徒�カウ��リ�グ等に関��情報収

集・提供、

④　そ�他�児童生徒�カウ��リ�グ等に関し、

各学校において適当と認められ�も�、

　しかしながら具体的な方策や学校�変容�いかに考

え�かは述べていない。

　こ�ような状況に小沢は、「不登校やいじめといっ

た子どもたち����個人的に還元していくカウ��

リ�グ志向は、��や矛盾�多数孕んだ学校秩序�現

状�隠蔽��に�ぎないも�であ�」と�クールカウ

��ラー�安易な導入に対して危惧してい��小沢、

2002�。

　筆者�言葉で言えば単線型�学校シ�テムは何十年

にも及び、製品で言えば耐用年数は過ぎてい��では

ないか。だとしたら、個人���と��前にシ�テム

�老朽化に���いれないとならない�であ�。とこ

ろが文部科学省は延々と人的��について述べてい

�。

　それはひとまず不�に付して、�クールカウ��

ラー活用調査研究委託実施要項�眺めてみよう。

それには、

ⅰ．組織的対応、ⅱ．コーディネーター的役割、ⅲ．

地域�小中学校と連携、ⅳ．信頼関係、ⅴ．さまざま

な活動、ⅵ．交流�場、ⅶ．養護教諭と連絡調整、ⅷ．

啓発活動�柱がたってい�。

　こ�中でⅰ�組織的対応は、カウ��ラーは基本的

には校長�命令指揮下にあ��であ�。したがって、

カウ��ラー独自�自由なかかわり�いかに���か

が��にな�。派遣されてい�カウ��ラーについて

み�と、一般に年齢が若く、臨床経験・人生経験が浅く、

さらに非常勤職員ということなどがあり、なかなか学

校や家庭に対してコーディネーター的な役割�発揮で

き�資質�十分もってい��だろうかと疑�に思う。

　また�クールカウ��ラーは、児童生徒と�面接、

保護者と�面接、教職員と�情報交換などが求められ

�。病院と異なり保護者�呼び出�やり方は学校では

通用しないことが多い。教職員については「秘密��

保持」�訓練ができていないも�にど�ようにそれ�

知らしめ��かも��にな�。

　教職員は教職員対象�研修会、専門機関と�連絡・

調整、事例検討会等で�助言�望んでい�が、教員が

望んでい�事項�達成は果たして可能であろうか。

　阿部らは、こ�ようなことに対して、�クールカウ

��リ�グ自体、従来行われてきた教育相談や生徒指

導とど�ように係わり合い�もっていく�か十分議論

や吟味がなされないまま、今日まで持ち越されてい�

状況�危惧してい�。

　�に�クールカウ��ラー�立場�曖昧さが教員�

追い詰め�ことにな�。さらに最終的に児童・生徒�

理解イコール心�理解という�式�つく�。それが児

童・生徒�理解�目的になり、現在生じてい����

心���として矮小化��と言ってい��阿部・野島、

199��。

　�クールカウ��ラー活用事業補助�中で、「�クー

ルカウ��ラーは、児童生徒へ�カウ��リ�グや教

職員・保護者に対して専門的な助言・援助�行う�で

臨床心理に関して高度な専門�があ�ことが望まれて

い�」とした上で「児童・生徒が気軽に相談でき�た

めには教職員以外�外部��確保��ことも必要であ

�」と述べてい�。　

　しかしカウ��ラー自身が非常勤職員であり、限

られた勤務時間�中で��解決していくことは難し

い。そして地域�中で�関係�に薄い�クールカウ�

�ラー�多くが、病院臨床という立場にあり、コミュ

ニティに出かけて関係�つけ�いわゆ�シーキ�グ・

モード�仕事がど�くらい出来��であろうかという

疑�も沸く。

　文部科学省�報告では、�クールカウ��ラー導入

�成果として、�クールカウ��ラー�助言により、

家庭、関係機関と�連携�下、学校全体で生徒指導に

取り組め�ようになったことや�クールカウ��ラー

�助言により教員�児童生徒に対��意識が変わ�と

ともに、教員が生徒�悩みに対して適切な対応ができ

�ようになったと報告してい�。

　これは、配属された学校長�行政報告�つまみ食い

したも�とも考えられ、実�にそ�ような成果が出て

い��かどうか疑�が残�。

　例えばベテラ�で経験�あ�臨床心理士とまだ成り

立て�ほやほや�も�では、面接技法や対処技法に大

きな力量差があ�と考えられ�。

　2002 年 2 月に法令化した「構造改革�別区域法」

�第 4 章�法律��例に関��処置�中��学校教育

法��例�で学校�設置、教育�文部科学省は、義務

教育�就学先�学校に限定してい�現行制度�改め、
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株式会社が行うこと�認めた。そ�他様々な面で文部

科学省�権限�縮小してい�。

　公教育第一主義�文部科学省�あり方�変えさせ、

私教育重視�あり方がこれによって加速された。児童

生徒�取り巻く環境も近年急速に変化しており、フ

リー�クールなども多数創設され学校にいけない児童

生徒�支援してい�。

2��クールソーシャルワーカー

　�クールソーシャルワーカー�視点は、子ども�人

格�尊重し、そ�子ども�利益�最優先して考え�。

個人�尊重�中心に、いかに当事者�自己実現���

か�考え�方法であ�。

　子ども�取り巻く、さまざまな壁や困難な状況�改

善��ために子どもが置かれてい�環境に注目し、そ

�環境�中で改善�目指して活動していく�がワー

カー�仕事であ�。

　また関係�として上意下達�形�取��ではなく、

バリデーショ�という立場や仲間やパー�ナーとして

一緒に��解決���。そして�����として考え

�よりも子どもが出来う�可能��まず第一に考え、

子ども自らが自己決定でき�状況�作り出�。

　文部科学省�「�クールソーシャルワーカー活用事

業」で求められてい�役割視点として、

①　���抱え�児童生徒が置かれた環境へ�働き

かけ、

②　関係機関等と�ネッ�ワーク�構築・連携・調

整、

③　学校組織に対��チーム体制�構築や支援、

④　保護者や教職員などに対��支援・相談・情報

提供、

⑤　教員等へ�研修活動などが文部科学省から求め

られてい�役割であ�。

　だが、日本で馴染み�ない福祉�領域であ��クー

ルソーシャルワーカーが学校関係者や父兄に受け入れ

られ�かどうか疑�であ�。

　本村�2000�は、Mr.Tomas と�イ�タビュ�中でソー

シャルワーカーと�クールカウ��ラー�相違点�以

下�ように聞いてい�。「大学におけ�ソーシャルワー

ク教育においては�ラピーに焦点�当ててい�。そし

てカウ��ラーはよりコミュニティにおけ�活動やコ

ミュニティ�巻き込んだ活動そして社会資源活用方法

も焦点が置かれてい�」と述べてい�。

　��リカ�サ�ノーゼ州�カウ��ラーやソーシャ

ルワーカーは、州から�学生に対��相談支援金に依

存��だけではなく両者とも自らが活動してサービ�

�提供��予算�地域から受けており、基金�活用�

�能力もあ�ようであ�。これは、学校長から�監

督指揮に対しても間違いは間違いと言え�存在になれ

�。

　つまり独自�が守られ�し、カウ��ラーとソー

シャルワーカー�協働が�れ�と思われ�。

3�文部科学省が認識した�クールカウ��ラーと

　�クールソーシャルワーカー���点

　10 年以上�クールカウ��ラー�現場に派遣した

結果、文部科学省も個人�理解だけでは��が解決し

ないこと�理解したようであ�。

　�クールソーシャルワーカー活用事業�中でも心�

��だけでなく、友人、家族、地域、学校等�環境に

絡み合ってい���があ�こと�述べて、あ�種、医

療型�クールカウ��ラー�限界�感じてい�ようで

あ�。したがって「児童生徒が置かれてい�様々な環

境に着目して働きかけ�ことができ�人材や、学校内

あ�いは学校�枠�越えて、関係機関等と�連携�よ

り一層強化し、���抱え�児童生徒�課�解決��

�ため�コーディネーター的な存在が、教育現場にお

いて求められてい�ところであ�」と述べられてい�。

　しかし今までは、縦割り行政�ために、いじめ�領

域は文部科学省、児童虐待�領域は、厚生労働省とい

う垣根があったために学校�領域でも迷いがあったよ

うであ�。

　�クールソーシャルワークは自治体によっては、か

なり前から独自に活用されてい�が、そこで活動して

いた人はかなり地域に詳しく、学校周辺�事情にも詳

しいようであ�。今後定着してく�と�クールカウ�

�ラー�状況と同様に経験と技術に格差が出てく��

ではないか。

　筆者自身も 2003 年度から 2007 年度まで、横浜市�

地域コーディネーター�研修�ソーシャルワーカー�

�実施したが、そ�中でもワーカー�経験や�キルに

よって地域や住民へ�対応に大きく差が出た。

　そして講座に参加した殆ど�ワーカーがど�ように

地域と�関係づくり�したらよい�か、コーディネー
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��いかに�ればよい�かなど、地域�コミュニケー

ショ��難しさに悩んでい�状況が表出された。また

地域に同様�職域�仲間がおらず、一人で悶々と考え、

��レ�と不安から一層人間関係�構築ができていな

いという結果�得た。

　こ�ようなことからも、�クールソーシャルワー

カーは、自分���タルヘル�や地域に対��技術�

向上させ�ために、コーディネーター研修�中心にし

た各領域�認識が重要であ�。

　

3．スクールソーシャルワーカーを導入による変容

3-1．小学校で変化したスクールソーシャルワーカー

　 導入例からの考察

　丸山�200��は小学校に�クールソーシャルワーカー

�導入して 7 つ�点が変化したと述べた。それは以下

�通りであ�。

　①多く�困難な事例が改善された。②教職員�子ど

もへ�視点が「困った子」から「困ってい�子」へと

変化した。③学校�協力体制が担任 1 人�囲い込みか

らチーム対応に変化した。④研修�導入し教員��キ

ルが�ップした。⑤日常的にケー�会議が開催され�

ようになった。⑥関係機関と�関係�ができた。⑦子

ども�学習意欲や集中力などが上がり、学習に打ち込

め�ようになった。

　以上�ように�クールソーシャルワーカー�導入に

よって学校全体が改善されたこと�述べてい�。

　しかしながらこ�ような関係�が構築でき��も�

クールソーシャルワーカー自身��キルが高いことが

前提条件とな�。

　ではど�ような�キルが必要な�か。

　例えば、児童生徒が��行動や不適応行動など�引

き起こしてい�背景には家庭環境や生育環境、学校で

�生活環境などさまざま要�が影響してい�。それに

対して�クールソーシャルワーカーは、そ�背景や要

�・原�など�見極め��������、それに応じ

たプラ�ニ�グ�立て�ことが重要であ�。情報収集

として、教員一人ひとり多かれ少なかれ持ってい�子

ども�情報�きちんと集め活用��。なぜならば、教

員�多くは、���重要��理解してもそれ�誰に、

ど�ように伝え、情報として流したらよいか理解でき

ない場合が多く、そ�ままにな�可能�が高い。

　教員とワーカーが情報共有し、各教員�情報�ケー

�会議で提出してもらい、そ�子ども���について

各教員が出来う�支援と役割�議論し、共通認識��

ことが大切であ�。

　�クールソーシャルワーカーは、子ども�心理的な

状況��クールカウ��ラーから聞き、子ども�置か

れてい�環境�充分に考慮しながら、手遅れにならな

いように教員と家庭、時には地域機関�教育相談��

ター、保健所、家庭裁判所、児童相談所�などと連携

�とり、��改善に当た�ことが役割であ�。

　また、ソーシャルワークには、��レ�グ��視点

�使って、子ども�本来もってい�行動力や興味など

�引き出して、学習意欲や生活向上へと導く可能��

秘めてい�ようであ�。

3-2．ケースワークとカウンセリング、精神医学の相違

　 と領域

　日本では、ケー�ワークとカウ��リ�グと心理療

法�間に違いがあ�が、現場�ソーシャルワーカーや

地域臨床�行ってい�人は、折衷用で対応してい�場

合が多い。

　例えば、シーキ�グ・モード��クールソーシャル

ワーカーは、協働で��にかかわ��で、地域社会に

存在��様々な分野�専門家と�関係�と自己領域�

独自��発揮して役割�遂行��。

　しかしながら、全体領域�重なりや他�職種�独自

�はど�ようなも�であ�か、教員や学校組織���

バーは知�必要があ�。

　そこで�プテカ�Aptekar,H��ケー�ワーク、カ

ウ��リ�グ及び心理療法�援助視点�論理�使って

そ�領域�見ていく。

　ケー�ワーク�領域�視点では、①利用者に対して

具体的に援助でき�サービ��考え�こと、②表面化

してい���について�援助、③自己によ���解決

であ�。これは、社会的諸サービ��もと、社会生活

に視点�当てた援助�技術体系であ�。つまり伸びよ

うと��当事者に対して、人間発達�阻害しないよう

に支援��ことであ�。

　カウ��リ�グ�領域�視点では、ⅰ�表面化して

い���について�援助、ⅱ�内面化した��につい

て�援助、ⅲ�自己変容によ���解決であ�。これ

は、心理学�視点�中心にした技術体系であ�。��
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に直面したクライエ���適応���ことができ�よ

うに発達段階�ふまえて援助��ところであ�。

　精神医学�領域�視点は、a�治療的対人関係�立

場から精神疾患�治療�行う、b�病的要�について

�援助、c�内面化した��について�援助であ�。

　��ケー�ワーク➡イ�カウ��リ�グ➡ウ�精神

医学で考え�と、

��➡ウ��領域に行けば行くほど個人�内面やパー

ソナリティ�深いところまで掘り下げられ�。

欠点として個人�主体�や希望、将来的展望�抱くこ

とが難しい。

　ウ�➡���領域に行けば行くほど社会的領域や制

度など、より社会的側面�中心に��解決��ことに

な�。つまりここで述べたかった�は、ど�領域であっ

ても「クライエ��と�向き合い」「���解決」グレー

ゾー�は共通であ�ということであ�。他�領域�学

び、より専門領域に�化した活動�行うことが��解

決��に必要な�であ�。

4．スクールソーシャルワーカーのアセスメントと

 プランニングの考え方

4-1．アセスメントの方法

　教員には難しいとされ�������は、児童生徒

に起こった���背景や原��見立て�ことであ�。

つまり、援助目標�設定や援助計画�立案、イ�ター

ベ�ショ��方針�決定��も�であ�。カウ��リ

�グもソーシャルワークもこ�見立てが重要な鍵�握

�。見立てができないと��解決�糸口�探�ことは

できない。

　そこで情報収集してど�ようにして今�状況になっ

た�か要�や原��探っていかねばならない。

　ここで以下�ような観点�資料収集が必要とな�。

1�家庭環境からは①家族構成、②保護者��格、③

教育方針、④親子関係、⑤夫婦関係、⑥経済状況、

⑦兄弟関係、⑧パワーが残ってい�ところ�探�、

⑨援助�必要と��部分、

2�学校環境からは①友人関係、②教員と�関係、③

学力や学習状況、④学校生活全般�状況、

3�地域�環境からは①家族や児童生徒�支え�資源

�有無、②地域文化�状況、③地域�人々�子ども

へ�関心�有無など、

4�本人�様子からは①学力や体力、運動能力、②�

格、③物�好み�好き嫌い�、④得意不得意、⑤発育

状況、⑥生活習慣�時間�使い方�、⑦発達障害�有

無、⑧被虐待者であ�かどうか、⑨自尊感情�有無、

⑩信頼感�有無、⑪本人�持ってい�力、⑫本人�

希望など�充分に理解しておく必要があ�。

4-2．プランニングと実施の視点

　�������充分にした後で、大人や専門家自身

�価値観で児童生徒�みないように、児童生徒�主体

とした短期、中期、長期���解決に向けたプラ�ニ

�グ�行う。

　ゼネラリ��は、他�専門家や教員がいつも現場で

生徒児童にかかわってい�から、いろいろなことがわ

かって当たり前という前提条件�持つことなく、きち

んと全体像�ふまえた解りや�い�������作

り、そ�中で共通認識や理解��ことからはじめ�。

それ�基にケー�会議�開催し、学校関係者がそ�関

わり�目標や実行��確認��。

　解決�段階では、各対応者に�キル差があ��で、

きちんと短期、中期、長期�目標�明確化し、教員、

弁護士、精神科医、精神保健福祉士、社会福祉士など

と共有化��ことが望まれ�。

　そして各援助者に対して、段階的�理解�深度�に

沿って、役割分担�具体的に行う。また対応�限界も

話し合って対処計画�設定��。

　対応行動としてはまず家庭環境や親子関係�改善�

��こと�重視��。

　本人に関しては、本人�現状と本人�発達段階に視

点�当てた働きかけ�進め�。そして、保護者にも今

まで�不味いパター��理解させ、家族�関係��家

族自身�力で変容させ�方法�考えていくことが大切

であ�。

　ここでは、ど�ような資源�活用���か考えて、

果たしてそ�資源が本当に使え��かどうか議論��

ことが必要であ�。もし対応でき�資源がなければ、

いかにして適用でき�資源�創り出�か考えていくこ

ともソーシャルワーク�領域であ�。

　そして、最も大切な�は、専門家だけで相談したり、

行動したり���ではなく、関係機関と�連携が大切

であ�。これによってより多方面から���解決方法
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�設定と共有認識が生まれ、��発生予防や対処方法、

予後�フォローが見込まれ�。

　自ら教員にもソーシャルワーク的見地が生まれ、児

童生徒����見立て�立て�ことが出来�ようにな

�訳であ�。次第に学級経営や授業�構築に余裕がで

�ようになり、子どもたちも勉強��姿勢が生まれ�

と考え�。

5．スクールソーシャルワークの今後への期待

5-1．スクールソーシャルワークの展開可能性

　現在��クールソーシャルワーカー��キル�有無

は不�に��としても、今後、益々、児童生徒���

�背景も多岐化��に違いない。

　肥大化した社会では、なかなか今�家庭、児童生徒、

学校�関係�中では��レ��処理��方法や場所が

なく、いつでも感情的に爆発��可能�があ�。

　近年よく使われ�「切れ�」という言葉も、コ�フ

リク�ー�グレッショ��式であ�。欲求不満�何ら

か�形で処理しないとならない。現象だけ�捉えて対

処��と刺激や癇に障�と我慢できず、いっきに爆発

��。不満が溜まれば溜ま�ほど、そ�爆発は大きく

な��は言うまでもない。

　そ�ため、各環境���解決��らないとどこでも

「切れ�」�であ�。

　これと同様、児童生徒���もそ���に焦点�当

て�だけでなく、様々な要�や背景へ��プローチが

必要な�であ�。

　

5-2．学校現場が抱える児童生徒の課題と家庭環境問題

   とスクールカウンセラーの対応

　学校現場では、いじめ��が相次いでおこっており

社会��化した。これ�きっかけに�クールカウ��

ラーが導入された。文部科学省�1996�は、「いじめ

���に関��総合的な取組について�報告書�」に

おいていじめ�解決には、家庭・地域社会、学校、教

育行政など�関係者が連携��りながら具体的な取組

���ことが大切であ�と述べてい�。

　そ�上で学校は、「子ども�立場に立った学校運営」

「開かれた学校」に改善し、学校関連諸機関と�連携

と具体的な取組�より��レ��少ない状況に��こ

と�指導してい�。

　また文部科学省�認識に「いじめによ�自殺」とい

う認識が欠けていた。そこで、2006 年度�調査から

いじめ�方法や背景がグローバル化してい�ために誰

にでもいじめられ�ことがあ�と文部科学省は認め

た。調査では、全国�国・公・私立�小・中・高等学

校・�殊教育諸学校�いじめ�認知件数は 12 万 4,�9�

件�2005年度、2万 143件�、いじめ�認知した学校は，

全学校�約55パー���に当た�2万 2,159校であっ

た。

　また、自殺した児童生徒�背景として「いじめ」が

あった件数は、6件といじめによ�自殺�認識�初めて

示した。イ�ターネッ��書き込みや�ールによ�中

傷など水面下で��も大きくなっており、親や教員に

とっても「いじめ」�現場�発見しづらくなってい�。

　過度な受験や統制され�規範�中で生き�児童生徒

にとってそ�解消方法として、矛先�身近な者にぶつ

け�傾向にあ�。

　また��レ�がかかればかか�ほど、陰湿化��傾

向があり��が顕在化しづらい。そこで�クールソー

シャルワーカーがコーディネーターになり、��レ�

コーピ�グや精神的なダ�ージ�緩和��役割が求め

られ�。

6．学校問題を解決するためのスクールソーシャル

 ワーク的視点

6-1．コーディネーター型の教育相談

　原田�2006�は、現代�学校では���解決��た

めにコーディネーター型教育相談�重要��述べてい

�。そ��徴として、

①　個人プレーではなくチームでかかわ�視点から�

考察、

②　自主的な来談��児童生徒だけでなく、全校児童

生徒�視野に入れ取組���、

③　密室�カウ��ラー型でなく、オープ�なかかわ

りにより相談�質�高め�、

④　教師全体に子ども理解�深め�取組、

ここでもシーキ�グ・モードでソーシャルワーカーが

相談に来談できない生徒児童�傍や家へ出向き、子ど

もが本来持ってい�権利や主張�代弁して、自らが�



                 

                                                          

問題に対する生徒児童の自覚の有無

基本的生活習慣の有無

児童生徒自身

子どもの保護者理解の度合

勉強の進度の深さ速さ

不登校、ひきこもり

虐待など

学校側の理解の有無

学校・地域の受入

環境づくりの有無

学校・地域

保護者の自覚の有無

地域理解の有無

家庭

保護者の子どもに対

する理解の有無

兄弟関係の良し悪し

図１、問題をアセスメントする際の特性要因遠藤（１９９８）を参考に筆者作成
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�に向かっていけ�ように支援してい��であ�。

　また、児童生徒�話に耳�傾けながら、���明確

化�し、信頼関係�構築��。児童生徒が無意識的に

持ってい�対人関係�弱さ�認めながらも現実原則に

向かっていけ�本人�持ってい�力�表出させ�こと

が必要であ�。そして、教員と専門家がネッ�ワーク

�構築��ことによって教員が��解決に向けて、共

通理解でき��で、児童生徒�目標�きちんと設定�

�ことができ�利点�持つ。

6-2．生徒児童に影響を与える特性要因と共通認識の

   必要性

　先ほども筆者が述べたように、生徒児童自身だけに

焦点�当て��ではなく、多業種�専門家が共通認識

�上で、児童生徒が求めてい�生き方�方向��進め

ていくことが重要であ�。

　そこで基本的考え方�� 1 に示�。

《� 1　���������������要����199���� 1　���������������要����199���　���������������要����199������������������要����199���

　　　参考に筆者作成��

　まず、児童生徒自身が不登校、ひきこもり、虐待な

どに陥�場合、そ�現象に焦点当てや�い、そこで情

報�探�ために①当事者�基本的生活習慣があ�かど

うか、②��に対��生徒児童�自覚があ�かどうか、

③学校�勉強についていけてい�かどうか、④子ども

�保護者に対��理解がど�くらいな�かなど�情報

は、重要であ�。

　また時間的な経過やど�ような空間において��に

なってい��か�充分に知�ことがこ�領域では確認

��。

　次に、学校・地域�領域では、ⅰ．児童生徒���

に対��学校�認識度�位置づけ、ⅱ．学校・地域�

受け入れ態勢と環境づくりがあ�かどうか、ⅲ．不登

校やひきこもり、虐待があっても地域�人が学校と連

携�作って活動でき�環境があ�か、など�共通認識

として、ない場合には新たに資源�作っていく。

　家庭�領域では、a．子ども�不適応に対して認識

や何とかしようという自覚があ��かどうか、b．地

域�中に��解決�進めようと��人々がい�という

認識があ�かどうか、c．保護者�子どもに対��理

解があ�かどうか、d．兄弟関係が良いか悪いか、な

ど、生活に起���要��きちんと当事者に関わ��

�バーは、共有��必要があ�。

6-3．定説を覆す新たな認識

　生徒児童が荒れてい�現状にあって、生徒指導とし

てゼロ�レラ���学校に導入�れば、前出したコ�

フリク�ー�グレッシブ�式が益々、噴出し学級崩壊

しかねない�教員側�視点�。

　それよりも�クールソーシャルワーク�価値観であ

�ノーマライゼーショ��立場から学校に所属��児

童生徒全て�人間�価値と尊厳�まず認識���生徒

児童主体�。

　そ�時、上意下達�立場ではなく、児童生徒主体で

生き�力や行動�自己決定し、よりよい自己実現がで

き�権利認識�援助していく。

　そして、どんなときでもやりたいという児童生徒�

意欲�受け止め、や�気が減退しないようにサポー�

��。

　たとえ、学校で上意下達的な価値観や道徳観�導入

されたとしても、ど�ような児童生徒でも潜在的な可

能�があ�こと�肯定的に捉えて、児童生徒に対��

尊厳�守�と共に他者と相違��権利�認めていく。

　こ�ように子ども中心的な視点から、下記�ような

ソーシャルワーク的な観点が学校に適用でき�。まず

①子どもはどんな�格であっても個人�尊厳や尊重が

なされ�。②子どもは学習�経験や過程�中でそれ�

分かち合ったり学びあったり��こと�認められ�。

③子ども�学習習得�進度など�べてにおいて異なっ

ており、学習習得という��よりも子ども�発達段階
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に応じた教育目標�援助��など�認識��必要があ

�。　

　また、研修などで教員もソーシャルワーク的観点�

もっていくことも望まれ�。こ�観点�もつことに

よって学校�周辺及び学校関係者�協働も進み、学校

��に対処��方法も多方面から構築され�。教員�

資質が向上���で目的や目標が共通に理解でき�よ

うにな�。これにより各成員に仲間意識が生まれ�。

そして独自�専門��お互いに認め、良いところ�積

極的に活用��観点が生まれ�。常に児童生徒主体に

してみ�ために、児童生徒に効果的に関わ�ことが出

来�。

　徐々に全教員�意識も新たな転換がなされ、「��

で困ってい�」から「児童生徒が困ってい�」という

転換意識が作られ�ようにな�。今後研修や技術力�

画期的に向上させ�ことが出来れば、旧態依然�学校

も児童生徒、家庭、教員�関わりもコペルニク�的な

転換�させ�ことが出来�であろう。

おわりに

　文部科学省によ��クールソーシャルワーカー活用

事業は、今年から始まったばかりであ�。

　今後、ソーシャルワーカー�独自�が持て�かどう

かが、発展��かしないか�ポイ��とな�。

　独自��持つためには、ワーカー自身�行動�自由

度が必要であり、比嘉�2000�が言うように「所属が

縦割でなく、教育委員会�嘱託とな��か、�クール

カウ��ラー�ように学校長等�指揮監督にな�か大

きな��であ�」。

　何故なら学校長等�指揮監督下にな�と学校長�価

値観や判断によって、�クールソーシャルワーカーも

本来持つ��が出せない可能�があ�。

　半羽�2006�は、ワーカー���が出せないと��

リカ��クールソーシャルワーカーと同様、「役割�

混乱ゆえ�クールソーシャルワーカー�独自��薄れ

させ、存在自体�危うく��」と述べてい�。

　そ�ためにも、福祉教育�機関は、�クールソーシャ

ルワーク�理念や原理、そして技術�きちんと教育し

て、な�べく早く学校分野で具体的な援助�方法�身

につけ�ことが急務であ�。

　つまり教員や教育委員会、家庭、地域�絶対的な信

頼�勝ち取�ことが今後�クールソーシャルワーカー

�任務であ�。

　今後、�クールソーシャルワーカー�活躍�期待��。
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